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第１章 総括事項 

第１節 一般事項 

１ 仕様書の適用 

  この仕様書は、「令和６年度 平田浄水場ろ過池ろ過砂等点検業務委託」に適用

する。 

 

２ 委託名 

  令和６年度 平田浄水場ろ過池ろ過砂等点検業務委託 

 

３ 委託業務の概要 

庄内広域水道管理細則第２８条第３項に基づき、ろ過池設備について下記の分

析･調査・点検を行う。 

（１）ろ材試験 

日本水道協会規格に基づき水道用ろ材試験を行う。 

（２）不陸調査 

ａ ろ過層厚み測定 

ｂ 砂利層厚み測定 

（３）ろ過池内部点検 

ａ ろ過池等の内部点検 

ｂ 表洗管、排水トラフ等機器点検 

（４）報告書作成、点検結果分析 

 

４ 委託業務場所 

      山形県酒田市中野俣地内（平田浄水場） 

 

５ 履行期限 

      令和６年１０月１８日 

 

６ 委託業務範囲 

      本仕様書は、委託の大要を記載するものであり、記載のない事項であっても

業務完了のため当然行うべき事項は行わなければならない。 

 

７ 法令等の遵守 

      業務の履行にあたり、受注者は、労働安全衛生法等関係法令を遵守しなけれ 

ばならない。 

 

８ 適用する規格 

この仕様書に特に記載のない場合は､次の規格､基準を適用する。 

（１）経済産業省令 各技術基準 



（２）日本産業規格         （ＪＩＳ） 

（３）日本水道協会規格       （ＪＷＷＡ） 

（４）水道施設設計指針       （ＪＷＷＡ） 

（５）水道維持管理指針       （ＪＷＷＡ） 

 

９ 諸手続及び費用の負担 

（１）受注者は業務履行に必要な関係官公署等への諸手続きを行うとともに､そ

の結果等を監督職員に報告しなければならない。 

（２）上記に伴う費用は、受注者の負担とする。 

 

１０ 検査 

（１）業務の段階確認及び業務完了検査にあたっては、受注者又はその現場責任

者は、必ず立ち会わなければならない。 

（２）検査のため必要な書類の提出、その他の処理については検査員の指示に従

わなければならない。 

 

１１ 軽微な変更 

      現場の取合せ等のため生じた軽微な変更は、監督職員の指示により行うもの

とし、この場合において請負金額の増減はしないものとする。 

 

１２ 疑義の解釈 

（１）この仕様書及び設計書に疑義が生じた場合は、県側の解釈による。 

（２）仕様書、設計図書に明示されていない事項があるとき、又は内容に相互符 

 合しない事項があるときは、双方協議して決定するものとする。 

 

第２節 業務施行 

１ 作業用資材 

業務履行上必要な資材、工具、消耗品等は、全て受注者にて準備しなければ 

ならない。 

 

２ 作業用電源 

      仕様書上特に記載のない場合は、県側において次の電源を無償支給する。 

        単相交流 １００Ｖ ５０Ｈｚ 

      但し、浄水場停電時及び大容量電源を必要とする場合には、受注者において 

準備しなければならない。 

 

３ 業務計画書 

  受注者は、契約後速やかに、業務履行に必要な業務計画書を監督職員に提出し

なければならない。 

  この場合、次の事項を記載するものとする｡ 



（１）業務概要 

（２）実施工程表 

（３）現場組織図 

（４）緊急時の体制 

（５）施行方法（作業要領書含む） 

（６）施行管理 

（７）安全管理 

（８）その他 

 

４ 施行管理 

  受注者は作業員名簿や作業日報等の施行管理記録を監督職員に提出しなけれ 

ばならない。 

 

５ 段階確認 

業務履行に関し、仕様書あるいはあらかじめ監督職員の指示した箇所等、主要

な段階毎に監督職員の確認を受けなければならない。 

     

６ 夜間における作業 

業務履行の都合上、土・日曜日及び夜間作業を必要とする場合は、あらかじめ

監督職員と協議しなければならない。 

 

７ 他工事との強調 

  同一場所において別の工事等が行われている場合は、お互いに協調して円滑な

業務履行をはからなければならない。本業務期間中は、以下の工事等を予定して

いる。 

 （１）債務負担行為工事 朝日及び平田浄水場計装設備更新工事 

 

第３節 現場における注意事項 

１ 事故防止 

（１）受注者は、常に業務の安全に留意して作業を行い、事故防止に努めなけれ 

ばならない。 

（２）業務箇所及びその周辺にある地上、地下の施設構造物に対しては、業務施 

行に伴い支障を及ぼさないよう関係者と協議の上、必要な処置をしなければ 

ならない。 

作業に当たっては、作業工程について事前に打合せを行い、水処理に影響 

を与えることのないよう施行すること。 

（３）水処理と平行して作業を実施するため、水処理へ支障を来たさないよう作 

業箇所周辺の整理整頓につとめ、水処理施設内への異物・油の混入等の無い 

よう防止策を講じ細心の注意を払い作業を行うこと。 

（４）火薬、ガソリン、電気等の危険物を使用する場合は、関係法令の定める 



  ところに従い、その保管及び取扱いについて、万全の方策を講じなければ 

ならない。 

    また、構内は全て禁煙となっていることから作業員に周知すること。 

（５）作業現場が危険なため、一般の立入りを禁止する必要がある場合は、そ 

  の区域に、適当な柵を設けるとともに、立入禁止の標識をし、夜間は適当 

な照明を施さなければならない。 

（６）豪雨、出水その他天災に対しては、平素から天気予報等について十分な 

  注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておかなければならない。 

     （７）作業時には、浄水・処理水に直接又は間接的に触れる可能性のある使用 

       材料（主材料及び補助材料で有機溶剤、塗装剤、油脂・潤滑剤、洗剤など

（以下「有機溶剤等」という。）を十分把握し、水質上の安全性に影響がな

いことを確認した上で材料や施行方法を選定すること。 

（８）浄水施設や浄水・処理水付近での作業で、有害な有機溶剤等の使用を制 

  限及び管理し、原則として処理水及び浄水付近での使用は避けること。た 

だし、やむを得ず使用する場合は次項による。 

（９）浄水施設や浄水・処理水付近で、有機溶剤等を使用しなければならない 

  場合は、施行方法を十分検討し、必要に応じて換気や養生等の適切な措置 

を講ずること。また、使用する有機溶剤及び使用条件により、適切に「有 

機溶剤中毒防止規則」に従い措置を講ずること。 

（10）高所作業は、墜落防止器具を着用し転落防止を図ること。 

（11）酸素欠乏の怖れのある場所での作業は、酸素濃度の測定及び換気を充分に 

  行うこと。 

（12）各設備の運転、停止、切替等の操作は当事務所職員が行うものとし、操作 

  時には監督職員の指示に従うこと。 

 

２ 安全管理 

      受注者は、作業の安全確保に努め、次の事項に留意しなければならない。 

（１）現場責任者は作業中の作業者の行動及び作業現場の状況を常に把握し作業

を安全に遂行すること。 

（２）現場責任者は、作業の前日までに作業の時間、手順、作業範囲、接地箇所、

危険防止措置など具体的事項について、監督職員と打ち合わせること。 

（３）現場責任者は、作業員が誤って危険な箇所に接近しないように、区画ネッ

ト、標識等により危険区域を明示してから作業を行わせること。また作業終

了後、これを撤去する場合は監督職員立会いの上、安全確認をした後に行う

こと。 

（４）現場責任者は、監督職員から作業開始の連絡を受けた後、さらに作業範囲

内の状況を確認してから作業を開始すること。 

（５）現場責任者は、作業内容に応じた技能と経験を有する作業員を配置し、か

つ作業に適した被服、防護服を着用させ、危険の防止を図ること。 

（６）現場責任者は、水処理再開後、監督職員とともにろ過池内の状態を巡視点



検し、異常の有無を確認すること。 

 

３ 整理・整頓 

（１）受注者は、業務履行中、交通及び保安上の支障とならないよう機械器具等

を使用の都度、整理・整頓しておかなければならない。 

（２）受注者は、委託期間内に不要材料、機械類を整理するとともに、仮設物を

撤去して跡地を清掃しなければならない。 

 

４ 既設備損傷時の修復 

（１）業務履行中、誤って他の既設工作物を損傷させた場合は、監督職員に速や

かに報告するとともにその指示により早急に修復しなければならない。 

 

５ 後片付け 

（１）作業中に踏み荒らした付近地は受注者の責任により整地しなければなら 

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４節 提出書類 

１ 一般事項 

（１）受注者は、次項の書類を監督職員に提出すること。 

（２）様式、提出先、提出期限及び部数は次項及び監督職員の指示によること。 

（３）これに伴う費用は、受注者の負担とする。 

 

２ 品目、様式、提出先、提出期限及び部数 

２ 品目、様式、提出先、提出期限及び部数 

№ 品目 様式 提出先 提出期限 部数 

１ 業務計画書 任意 監督職員 契約後速やかに １ 

２ 作業員名簿 任意 〃 作業日の前日まで １ 

３ 作業日報 任意 〃 作業日の翌日 １ 

４ 業務完了報告書 
完成通知書 

様式相当 
企業管理者 完了後直ちに ２ 

５ 業務写真 
サ－ビス版 

Ａ４綴 
監督職員 〃 １ 

６ 

点検結果報告書 

①ろ材試験結果 

 ・外観 

 ・付着物試験 

 ・凝着物試験 

 ・マッドボール試験 

 ・ふるい分け試験 

②不陸調査結果 

 ・ろ過層厚み測定 

 ・不陸調査 

 ・運転時、洗浄時、 

抜水時のろ材状況 

③ろ過池内部点検結果 

 ・構造物点検 

 ・機器点検 

④所見 

⑤その他 

任意 

Ａ４綴 
企業管理者 〃 ２ 

７ 業務打合簿 
工事打合簿 

様式相当 
監督職員 随時 ２ 

８ その他必要な書類    ２ 

 



第２章 既設備の概要 

第１節 設備の仕様 

1 ろ過池 

（１）形  式：サイフォン式自己洗浄型急速ろ過池 

（２）ろ過面積：４０．０５㎡（幅４．５m×長８．９m）（１池あたり） 

（３）池  数：８池 

（４）ろ過速度：１０５．２m／日（全池運転時） 

     １２０．２m／日（１池休止時） 

（５）洗浄速度：０．６m／分 

（６）表洗速度：０．０７m／分 

（７）ろ材 

①ろ過砂 

・有 効 径：０．６㎜ 

・層  厚：６００㎜ 

・均等係数：１．４以下 

②ろ過砂利 

・粒  系：２～２０㎜ 

・層  厚：２００㎜ 

2 流入サイフォン管 

（１）寸  法：５００㎜×２５０㎜ 

（２）材  質：ＳＵＳ３０４ 

（３）数  量：８基 

3 排水サイフォン管 

（１）寸  法：７００㎜ 

（２）材  質：ＳＵＳ３０４ 

（３）数  量：８基 

4 排水トラフ 

（１）寸  法：W３５０㎜×D３５０㎜ 

（２）材  質：ＦＲＰ 

（３）数  量：６４本 

5 回転表洗管 

（１）寸  法：４，２５０㎜ 

（２）材  質：ＳＵＳ３０４ 

（３）付  属：先端ノズル、中間ノズル、中心ノズル 

（４）数  量：１６本 

6 表洗弁 

（１）型  式：２００㎜ 空気操作式モノタイトバルブ 

（２）操作圧力：０．３９～０．６９ＭＰａ 

（３）数  量：８台 

 



7 ろ過池内水位検出装置（ろ抗高検出用） 

（１）型  式：電極式 

（２）数  量：８台 

 

第2節 点検業務内容 

1 ろ材試験 

日本水道協会規格 水道用ろ材試験方法（JWWA A103）に基づき、試料

の採取を行い、下記の試験を行うこと。なお検体数は「別紙１」、採取箇所は「別

紙２」のとおりとする。 

1－1 試験項目  

（１）外 観 （付録Ⅰ 2） 

（２）付着物試験  

① 洗浄後重量 （付録Ⅰ 3.1） 

② 濁 度 （付録Ⅰ 3.2） 

③ 付 着 物 質 （付録Ⅰ 3.3） 

④ 過マンガン酸カリウム消費量 （付録Ⅰ 3.4） 

⑤   鉄 （付録Ⅰ 3.5） 

⑥ マ ン ガ ン （付録Ⅰ 3.6） 

⑦ アルミニウム （付録Ⅰ 3.7） 

⑧ 汚 泥 容 積 （付録Ⅰ 3.8） 

⑨ 強 熱 減 量 （付録Ⅰ 3.9） 

（３）凝着物試験  

① 塩 酸 可 溶 率 （付録Ⅰ 4.2） 

②   鉄 （付録Ⅰ 4.3） 

③ マ ン ガ ン （付録Ⅰ 4.4） 

④ アルミニウム （付録Ⅰ 4.5） 

（４）マッドボール試験 （付録Ⅰ 5） 

（５）ふるい分け試験 （付録Ⅰ 6） 

① 有 効 径  

② 均 等 係 数  

③ 最大及び最小径  

 

2 不陸調査 

2－1 測定内容 

（１）ろ過層厚み測定（不陸調査棒） 

（２）砂利層厚み測定 

 ・ろ過池排水トラフ天端からろ過砂表層までの寸法測定し、（１）の測定値とか

ら、ろ過砂厚み、砂利厚み及び各不陸状況、砂流出状況を確認する。    

 



2－2 測定対象池 

   全ろ過池（６０箇所／池） 

2－3 測定箇所 

「別紙３」のとおりとする。 

 

3 ろ過池内部点検 

（１）流入及び排水サイフォンの外観点検 

（２）表洗管（空気弁含む）の外観点検 

（３）表洗弁の動作及び表洗管の回転数 

（４）回転表洗管ノズルの摩耗状態確認 

（５）排水トラフの外観確認 

（６）ろ過池内水位検出装置の動作試験 

（７）その他 

 

4 報告書の作成、点検結果分析 

報告書には、今回の試験・点検結果をまとめるとともに、試験・点検結果を分 

析し、現在の洗浄方法等、ろ過池管理全般に関する所見等を行う。 

 

第3節 委託施行上の注意事項 

１ 業務履行に当たっては、点検日程及び手順等について事前に監督職員と打合せ 

を行い、水処理に影響を与えることの無いようにすること。 

 

２ 本点検業務を実施する為に浄水場全体の水処理を停止したりすることはない 

ものとする。 

各ろ過池の構造物点検やろ過砂等採取のために 1 池だけは停止できるもの 

とする。 

 

３ ろ過池の洗浄や抜水の頻度等は浄水池水位や排水処理能力により制限を受け 

る為、当該能力に応じた工程を組み、作業を行うものとする。 

 

４ 油・埃等の飛散に備え、養生を十分に行った後に作業を開始すること。 

 

５ 水処理と平行して作業を実施するため、水処理へ支障を来たさないよう作業箇 

所周辺の整理整頓につとめ、異物･油等の混入がないよう細心の注意を払うこと。 

 

６ 点検対象機器の運転･停止に当たっては、監督職員の指示により操作を行うも 

のとし、不意に他の運転機器に支障を与えることのないように、保護及び区画の 

うえ施行すること。 

 



７ ろ過池内に入る際には、作業員、作業用具、測定器具等全てにおいて、塩素 

消毒、砂等の飛散防止、汚れ等の清掃を行うこと。 

 

８ ろ過池内の昇降時はセーフティロック及び墜落制止用器具を使用して転落防 

止を図ること。 

 

９ 作業後は、ろ過池に異物を残さないよう十分確認してから退出すること。 

 

１０ 撤去品等は受注者が責任を持って処理すること。 

 

１１ 受注者は作業を実施するに当たって、法令並びに安全管理指示事項を遵守する 

とともに、特に下記に示す事項については適宜、作業員に指示を行うこと。 

（１）安全保護具の使用  （保護具、墜落制止用器具、手袋等作業用具の着用） 

（２）作業範囲の区画・整理（ロープ・危険表示等による安全区画、機材の整理 

整頓） 

（３）安全対策後の作業実施（酸欠防止・転落防止・検電等確認後の作業開始） 

 

１２ 作業中は作業員の安全に十分注意して行うこと。 



別紙１ 

 

調 査 内 容 

試  験  項  目 
ろ過池の構造 

砂 

採取層 
表 

層 

下 

層 

ろ材試験 (1)外観 4 4 

(2)付着物試験 － － 

① 洗浄後重量 4 4 

② 濁度 4 4 

③ 付着物質 4 4 

④ 過マンガン酸カリウム消費量 4 4 

⑤ 鉄 4 4 

⑥ マンガン 4 4 

⑦ アルミニウム 4 4 

⑧ 汚泥容積 4 4 

⑨ 強熱減量 4 4 

(3)凝着物試験 － － 

 ① 塩酸可溶率 4 4 

 ② 鉄 4 4 

 ③ マンガン 4 4 

 ④ アルミニウム 4 4 

(4)マッドボール試験 4 4 

(5)ふるい分け試験 － － 

① 有効径 4 4 

② 均等係数 4 4 

 ③ 最大及び最小径 4 4 

不陸調査 (1)不陸調査 － 

① ろ過層厚み測定（不陸調査棒） 

幅（ｍ）→Ａ（小数点第 1 位切上げ） 

長（ｍ）→Ｂ（小数点第 1 位切上げ） 

(Ａ+1)×(Ｂ+1)箇所／池×全池 

6×10＝60 箇所／池 

② 砂利層厚み測定（差し引き計算） 同上 

ろ過池内部点検 (1)ろ過池点検 － 

 ① 流入及び排水ｻｲﾌｫﾝの外観確認 8（全池） 

 ② 表洗管（空気弁含む）の外観確認 8（全池） 

 ③ 表洗弁の動作及び表洗管の回転

数 
8（全池） 

 ④ 回転表洗管ノズルの摩耗状況確

認 
8（全池） 

 ⑤ 排水トラフの外観確認 8（全池） 

⑥ ろ過池内水位検出装置の動作試

験 
8（全池） 

※表層：０～５ｃｍ 下層：５０～６０ｃｍ 



別紙２ 

 

 ろ過材試料採取箇所 

 砂 

 表層 下層 

 1 号池 － － 

 2 号池 ○ ○ 

 3 号池 － － 

 4 号池 ○ ○ 

 5 号池 ○ ○ 

 6 号池 － － 

 7 号池 ○ ○ 

 8 号池 － － 

     

 

  



別紙３ 

 

     面積：４．５ｍ×８．９ｍ＝４０．０５ｍ2・測点：（５＋１）×（９＋１）＝６０箇所／池 

 

450＋1,000×8+450＝8,900 

○ ○ ○・・・ ○ ○ 

4
5
0
+

9
0
0
×

4
＋

4
5
0
＝

4
,5

0
0
 

○ ○ ○・・・ ○ ○ 

○ ○ ○・・・ ○ ○ 

○ ○ ○・・・ ○ ○ 

○ ○ ○・・・ ○ ○ 

○ ○ ○・・・ ○ ○ 

 


